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第3節 その他の都市計画対象道路事業に関する事項 

3.1.都市計画対象道路事業の経緯 

(1) 計画段階評価の流れ 

浜松湖西豊橋道路は、静岡県浜松市の東名高速道路三ヶ日ジャンクションと愛知県豊

橋市の三河港を結び、弓張山地の東側を経過地とする路線計画です。三遠地域の 5 市（浜

松市・湖西市・豊川市・豊橋市・田原市）の周辺地域では、東名高速道路や国道 1 号に

加え、新東名高速道路や名豊道路(一般国道 23 号)など、東西方向の道路整備が拡充して

きています。南北方向は、三遠南信自動車道の整備が進んでいますが、三遠地域の沿岸

部と東西方向の道路とを連絡する道路ネットワークが希薄となっています。また、南海

トラフ巨大地震等の災害発生時には、三河港周辺や湖西～浜松の沿岸部では津波・浸水

や液状化による被害が想定されています。 

浜松湖西豊橋道路の効率的な事業実施に関し、図 3-3-1 に示すとおり、事業予定者※

（国土交通省 中部地方整備局）が平成 30 年度から計画段階評価の手続きを実施してお

り、構想段階における道路計画のアンケート調査を行うとともに、「社会資本整備審議会 

道路分科会 中部地方小委員会（以下、中部地方小委員会）」を 3 回実施しました。 

計画段階評価では、アンケート調査や関係する地方公共団体の長からの意見、中部地

方小委員会での有識者の意見等を踏まえてルート帯案を検討し、対応方針を総合的に決

定することを目指すとともに、整備効果などを調査・検討しました。 

※上記、事業予定者は「概略計画の検討を実施した主体」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-1 地方小委員会等（国土交通省中部地方整備局）における審議経過 

 

(2) 第 1 回中部地方小委員会の審議内容 

第 1 回中部地方小委員会において、概略計画の検討プロセスを明確化し、計画検討の

発議を行いつつ、図 3-3-2(1)～(4)に示す三遠地域の概況や道路交通の現状と課題、将

来像等を踏まえ、4 つの政策目標(案)を設定しました。設定した政策目標(案)は図 3-3-3

に示すとおりです。 

地域への意見聴取(第 1 回)の方法についても検討し、これを踏まえ、地域の課題や道

路に求められる機能・役割について、アンケート・ヒアリングを行いました。
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図 3-3-2(1)  道路交通の現状と課題(①) 
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出典) 社会資本整備審議会 道路分科会 平成30年度第1回中部地方小委員会(平成30年12月18日) 第1回計画段階評価資料 
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図 3-3-2(2)  道路交通の現状と課題(②) 
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出典) 社会資本整備審議会 道路分科会 平成30年度第1回中部地方小委員会(平成30年12月18日) 第1回計画段階評価資料 
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図 3-3-2(3)  道路交通の現状と課題(③)  
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出典) 社会資本整備審議会 道路分科会 平成30年度第1回中部地方小委員会(平成30年12月18日) 第1回計画段階評価資料 
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図 3-3-2(4)  道路交通の現状と課題(④) 
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出典) 社会資本整備審議会 道路分科会 平成30年度第1回中部地方小委員会(平成30年12月18日) 第1回計画段階評価資料 
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図 3-3-3 地域の課題を解決する政策目標(案) 

出典) 社会資本整備審議会 道路分科会 平成30年度第1回中部地方小委員会(平成30年12月18日) 第1回計画段階評価資料
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(3) 第 2 回中部地方小委員会の審議内容 

＜政策目標の設定＞ 

第 1 回意見聴取の結果（地域の課題に関すること）をまとめ、政策目標は妥当である

と確認しました(政策目標の設定)。第 1 回意見聴取の結果は図 3-3-5(1)～(2)に示すと

おりです。 

＜位置等に関する複数案の設定＞ 

政策目標を達成するために考えられる対応策として、図 3-3-4 に示すとおり複数の対

応方針(原案)を設定しました。設定にあたっては、経済面、社会面、地形・地質条件、

自然環境、生活環境などを踏まえて、以下に示す 3 案を選定しました。 

なお、三ヶ日ジャンクションと三河港区域を結び、弓張山地の東側を経過地とし、豊

橋、二川、新所原市街地を避ける案として、地形条件や道路規模などを踏まえて検討し

た結果、浜松市内の区間に関しては単一のルート帯となっています。 

◆ 案①豊橋市街地と二川市街地の中間を通過するルート（約 26km） 

◆ 案②新所原市街地の東側を通過するルート（約 29km） 

◆ 案③新所原市街地の東側を通過し、一部国道 23 号を拡幅するルート（約 31km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-4 設定した対応方針(原案)複数案 

出典) 社会資本整備審議会 道路分科会 令和2年度 第1回中部地方小委員会(令和2年6月24日) 第2

回計画段階評価資料 

比較ルート帯案(複数案)に対する意見聴取の方法について検討し、対策案(ルート帯

案)を検討する際に重視すべき項目、配慮すべき項目などについてアンケート・ヒアリン

グを行いました。  
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○調査目的 

浜松湖西豊橋道路の計画を進めるにあたり、道路交通面での課題や、地域に求められ

る道路の役割等について把握することを目的としました。 

○調査方法・調査期間・配布回収数（意見聴取 1 回目）  

意見聴取期間は令和元年 5 月 31 日～7 月 31 日とし、郵送配布・留置き・Web の 3 

種類の方法でのアンケート調査、また地方公共団体や経済・産業団体などの各種団

体・関係機関に対してヒアリングを実施しました。調査方法及び配布・回収数は以下

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-5(1) 地域の意見聴取 1 回目(課題・道路の役割)  

地域の意見聴取 1 回目（課題・道路の役割） 

出典：社会資本整備審議会 道路分科会  

令和2年度 第1回中部地方小委員会(令和2年6月24日) 

第2回計画段階評価資料 

〔意見聴取エリア〕

分類 手法 対象 配布数 回収数 回収率

沿線住民 郵送配布
（全戸配布）

・概ねのルート帯が通過する地域
（豊橋市・湖西市・浜松市北区の一部） 61,630 15,597 25%

周辺住民 郵送配布
（無作為抽出） ・沿線地域に隣接する自治体 41,090 11,629 28%

小計 102,720 27,226 -

道路利用者

留め置き

・周辺地域の道の駅、SA/PA、渥美半島の宿泊施設利用者
<道の駅> 8箇所
<東名・新東名のSA/PA> 4箇所
<渥美半島の宿泊施設> 4箇所

- 303 -

ホームページの
バナー

・周辺地域を利用する一般住民
<バナー・リンクの設置団体>
浜松河川国道事務所、名四国道事務所
周辺地域の６市（豊橋市、田原市、豊川市、新城市、浜松市、湖西市）

-
3,942 -

WEBアンケート
（登録モニター） ・計画路線周辺を訪れたことがある、中部圏に住む登録モニター -

インタビュー ・周辺地域の道の駅（8箇所）利用者 - 877 -

オープンハウス
・観光地に訪れた観光客

<観光施設> 浜名湖ミナトリング（イベント）
のんほいパーク来訪者

- 325 -

小計 - 5,447 -
合計 102,720 32,673 -

調査媒体 手法 対象 配布数 回収数 回収率

アンケート
（紙面） 郵送配布

・ヒアリング後、各種団体所属企業・会員
<配布対象> 商工会議所会員企業

三河港振興会 会員企業及び会員企業が利用している物流業者
観光協会会員、温泉旅館組合会員
トラック協会会員、バス協会会員、タクシー協会会員
教育委員会（沿線・周辺自治体）

1,510 482 32%

ヒアリング ヒアリング

・地方公共団体及び関係機関・団体
<地方公共団体> 愛知県、静岡県

沿線地域及び周辺地域の６市
（豊橋市、田原市、豊川市、新城市、浜松市、湖西市）
物流面での結びつきの強い地域（豊田市）

<各種団体> 教育委員会、消防署、警察署、医療機関、商工会議所、
三河港振興会、観光協会、トラック協会、バス協会、タクシー協会、
温泉旅館組合、農業協同組合、道の駅
商工会議所会員企業
教育委員会（沿線・周辺自治）
中部圏の全国旅行業協会、日本旅行業協会

- - -

1）一般道路利用者

２）事業者（地方公共団体・各種団体）
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○調査結果及び分析等（意見聴取 1 回目） 

アンケートやヒアリング結果から得られた地域の課題意見を踏まえ、政策目標は妥当

であると確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-5(2) 地域の意見聴取 1 回目(課題・道路の役割) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：社会資本整備審議会 道路分科会 令和2年度 第1回中部地方小委員会(令和2年6月24日) 

第2回計画段階評価資料 

地域の意見聴取 1 回目（課題・道路の役割） 

4

アンケート結果 ヒアリング結果

課題
①最寄りの高速ICまで遠い
②渋滞等により高速道路ICま
での到着時間がよめない

・高速道路ICまでの時間距離
・高速道路ICまでの定時性が低い

求められる
機能・役割

①高速ICまで早く到達出来る
②高速道路ICまで時間通りに
到達できる

・速達性、信頼性が高い
・物流拠点や高速道路ICなどの地域の拠点を接
続する機能

課題 ③地震や津波により道路が通
れなくなる恐れがある

・南海トラフに対する道路防災が脆弱
・救援活動を支える道路網が未整備

求められる
機能・役割

③災害時の救援活動や物資
輸送に役立つ

・高速道路IC等の交通拠点から、被災地までを
接続する

・防災拠点と高速道路を接続

課題
④観光地や地域間をスムーズ
につなぐ道路がなく、移動が
しにくい

・観光地～高速ICアクセスが脆弱
・観光地間周遊を支える道路が無い

求められる
機能・役割

④観光地や地域間をスムーズ
につなげる

・観光地を高速道路ICをつなぐ
・観光圏域間の時間短縮に貢献
（周遊のしやすいさを向上）

課題
⑤市街地を通過する大型車
が多く、危険を感じることがあ
る

・重大事故発生のリスクが高い
・事故発生時の迂回路が無く渋滞

求められる
機能・役割

⑤大型車が市街地をなるべく
通らないようにできる

・大型車の一般道交通量を削減
・事故発生リスクが低く、安定した輸送に貢献する

課題 その他（自由意見） 【意見ありのうち、評価項目以外の意見】
・三遠南信自動車道路と合わせて整備をして欲しい
・計画路線周辺の道路と総合的に整備して欲しい 等

求められる
機能・役割

その他（自由意見）
【意見ありのうち、評価項目以外の意見】
・道路機能・構造の課題に関する意見
・運転マナーに関する意見
・道路管理に関する意見（路面状態の悪さ、路面標示
のかすれ） 等

45% 38% 10%
3%

3%

59% 29% 6%
3%

3%

48% 34% 10%
5%

3%

39% 33% 17% 8%
3%

■道路の課題・地域で求められる機能役割
■アンケートやヒアリング結果から得られた地域の意見を踏まえ、政策目標（案）は妥当であると確認された。

政策目標

 速達性、定時性の向上による物流
支援

 災害時の信頼性向上による円滑
な救援活動及び支援物資輸送

 広域道路ネットワークの構築による
地域間交流の促進

 生活交通の安全な走行環境

アンケート、ヒアリング結果か
らも第1回計画段階評価に
設定した政策目標（案）は
妥当である。

※意見ありのうち、設問に関連付いた意見が多くを
占めていた。

37% 36% 18% 6%
3%

35% 36% 20% 6%
3%

32% 36% 23% 6%
4%

47% 35% 11%
4%

4%

82％

88％

83％

82％

72％

73％

71％

68％

93%

98%
※意見ありのうち、設問に関連付いた意見が多くを
占めていた。

意見なし 意見あり
7％

意見あり
2％

※①、②は合算した集計値

意見なし

強くそう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない 全くそう思わない 無回答・無効票
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(4) 第 3 回中部地方小委員会の審議内容 

＜ルート帯検討において重視すべき事項、配慮すべき事項＞ 

第 2 回意見聴取の結果（ルート帯案に関すること）をまとめ、ルート帯検討において

重視すべき事項、インターチェンジの配置を検討する際に配慮すべき事項を確認しまし

た。第 2 回意見聴取の結果は図 3-3-6(1)～(2)に示すとおりです。 

＜計画段階評価の比較評価の結果＞ 

意見聴取では構造検討において重視されている項目での複数案の比較評価を行いま

した。複数案の比較評価は、図 3-3-7 に示すとおりです。 

比較評価の結果、三河港から高速道路ネットワークへの速達性に最も優れ、防災拠点

へのアクセス性向上、観光圏域間の移動性向上、現道からの大型車交通の削減が最も期

待できる「案①西側ルート」を対応方針（案）としました。対応方針（案）は、図 3-3-8

に示すとおりです。 

また、インターチェンジの配置については、三河港や産業集積地からのアクセス性を

考慮するとともに、市街地や防災拠点とのアクセス性にも配慮した配置案としました。 

なお、対応方針(案)の検討においては、その他事項として、以下の配慮が挙げられま

した。 

・具体的な道路構造の検討に際し、生活環境（大気質、騒音等）への影響、家屋の移

転、自然環境、景観への影響、工事中の現道交通への影響をできる限り少なくし、

コスト縮減等に配慮する。 

・インターチェンジの検討にあたっては、アクセス道路との接続箇所付近において渋

滞を引き起こすことの無いよう配慮する。 
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○調査目的 

浜松湖西豊橋道路の計画を進めるにあたり、決定された政策目標を達成するためのル

ート帯案を比較・検討する際に重要と思われるポイントについて把握することを目的

としました。 

○調査方法・調査期間・配布回収数（意見聴取 2 回目） 

意見聴取期間は令和 2 年 9 月 8 日～11 月 6 日とし、郵送配布・留置き・Web の 3 種

類の方法でのアンケート調査、また地方公共団体や経済・産業団体などの各種団体・

関係機関に対してヒアリングを実施しました。調査方法及び配布・回収数は以下のと

おりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-6(1) 地域の意見聴取 2 回目(重視すべき事項)  

出典：社会資本整備審議会 道路分科会  

令和3年度 第2回中部地方小委員会(令和3年11月24日) 

第3回計画段階評価資料 

 

 

〔意見聴取エリア〕

1）一般道路利用者

２）事業者（地方公共団体・各種団体）

分類 手法 対象 配布数 回収数 回収率

地
域
住
民

沿線
住民 郵送配布[全戸配布] ・概ねのルート帯が通過する地域（豊橋市・湖西市・浜松市北区の一部） 63,027 16,991

※WEB回問含む 27%

周
辺
住
民

郵送配布[無作為抽出] ・沿線地域及び隣接する自治体 41,135 12,020
※WEB回答含む 29%

留め置き ・主に地域住民の利用が想定される施設
<市役所> 9箇所 - 3,779 -

W
E
B

ホームページ
バナー/リンク
2次元バーコード

・回答のうち、周辺（沿線含む）地域居住者
<バナー・リンクの設置団体>
浜松河川国道事務所、名四国道事務所
周辺地域の６市（豊橋市、田原市、豊川市、新城市、浜松市、湖西市）

-
4,008 -

登録モニター ・計画路線周辺を訪れたことがある中部圏に住む登録モニターの内、
周辺地域居住者 -

小計 104,162 36,798 -

道
路
利
用
者

広
域
地
域

留め置き

・主に広域地域から利用が想定される施設
<道の駅> 7箇所
<東名・新東名のSA/PA> 4箇所
<渥美半島の宿泊施設> 3箇所

- 409 -

W
E
B

ホームページ
バナー/リンク
2次元バーコード

・回答の内、広域地域居住者
<バナー・リンクの設置団体>
浜松河川国道事務所、名四国道事務所
周辺地域の６市（豊橋市、田原市、豊川市、新城市、浜松市、湖西市）

-
4,709

-

登録モニター ・計画路線周辺を訪れたことがある中部圏に住む登録モニターの内、
広域地域居住者 - -

小計 - 5,118 -
合計 104,162 41,916 -

調査媒体 手法 対象 配布数 回収数 回収率

アンケート
（紙面） 郵送配布

・各種団体所属企業・会員
<配布対象> 商工会議所会員企業、三河港振興会 会員企業及び会員企業

が利用している物流業者、観光協会会員、温泉旅館組合会員
トラック協会会員、バス協会会員、タクシー協会会員

1,485 403 27%

ヒアリング ヒアリング

・地方公共団体及び関係機関・団体
<地方公共団体> 愛知県、静岡県、沿線地域及び周辺地域の６市

（豊橋市、田原市、豊川市、新城市、浜松市、湖西市）
物流面での結びつきの強い地域（豊田市）

<各種団体> 教育委員会、消防署、警察署、医療機関、商工会議所、
三河港振興会、観光協会、トラック協会、バス協会、タクシー協会、
温泉旅館組合、農業協同組合、道の駅、商工会議所会員企業
中部圏の全国旅行業協会、日本旅行業協会 等

- - -

地域の意見聴取 2 回目(重視すべき事項） 
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○調査結果及び分析等（意見聴取 第 2 回目） 

アンケートやヒアリング結果から、ルート帯案を検討する際に重視すべき事項、配慮

すべき事項について以下のとおり確認ができました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-6(2) 地域の意見聴取 2 回目(重視すべき事項) 

 

 

出典：社会資本整備審議会 道路分科会 令和3年度 第2回中部地方小委員会(令和3年11月24日)  

第3回計画段階評価資料 
 

地域の意見聴取 2 回目(重視すべき事項） 

 

●アンケート結果やヒアリング結果から、ルート帯案を検討する際に重視すべき事項、配慮すべき事項について以下の通り確認がで
きた。

強くそう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない 全くそう思わない 無回答・無効票

※0.5%未満は非表示

質問事項 地域住民 N=36,798 道路利用者 N＝5,118 事業者 N=403 ヒアリング結果
意見聴取結果
を踏まえた

重視・配慮すべ
き事項

重
視
す
べ
き
事
項

速達性・定時制の向
上による物流支援

①高速道路ICに早く時間
通り到達できること

 多数の企業が集結する三河港から高速道
路インターチェンジまでのアクセス性が重要。 ○

災害時の信頼性向
上による円滑な救援
活動及び支援物資

輸送

②災害時にも道路を通行で
きること

 災害時にも通行できる道路であること。また、
大規模災害時におけるリダンダンシー機能等
を備えていることが重要。

○
③災害時に支援物資等の
輸送に役立つこと

 災害時における防災拠点病院との連絡性
や支援物資の補給、人道的支援がスムーズ
に行えること重要。

○
広域道路ネットワーク
の構築による地域間

交流の促進
④観光地間の移動がしやす
くなること

 観光地間のアクセス性の向上、周遊観光に
寄与することが重要。 ○

生活交通の安全な
走行環境

⑤市街地を走る大型車両
を減らせること

 生活交通と産業交通の住み分けが図られ、
市街地の安全な走行環境に繋がることが重要。 ○

配
慮
す
べ
き
事
項

生活環境への配慮
⑥生活環境（大気・騒音
等）に配慮し、影響が少
ないこと

 騒音等の公害による生活環境への影響に
配慮することが重要。 ○

自然環境への配慮
⑦自然環境（地形・動植物・
自然公園等）に配慮し、影
響が少ないこと

 自然環境（動植物等）に配慮し、影響が
少ないルート及び工法であることが重要。

景観への配慮
⑧地域の景観（景観資
源）に配慮し、影響が少
ないこと

 浜名湖といった地域の景観に配慮したルート
及び構造物であることが重要。

現道交通への配慮 ⑨工事中の現道交通への
影響が少ないこと

 工事中における周辺道路の安全性や交通
渋滞等、現道への影響を抑えることが重要。

経済性への配慮 ⑩道路を作る費用が安い
こと

 ランニングコストや費用対効果が見込めるこ
とが重要。
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1%
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65% 28% 5%
1%
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2%

36% 43% 16% 3%
3%

48% 39% 10%
0.5%
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0.5%
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37% 44% 14%2%
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30% 47% 18% 2%
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34% 52% 11% 3%
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3%

2% 93%
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2%
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2%

47% 39% 9%
2%
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2%
)
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2%
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2%
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2%
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■ルート帯案を検討する際に重視・配慮すべき事項
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図 3-3-7 浜松湖西豊橋道路 複数案の比較評価 

  出典) 社会資本整備審議会 道路分科会 令和3年度 第2回中部地方小委員会(令和3年11月24日) 第3回計画段階評価資料 
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図 3-3-8 浜松湖西豊橋道路 対応方針（案） 

注1）インターチェンジ検討位置は、中部地方小委員会開催当時の想定であり、詳細は未定です。 

出典) 社会資本整備審議会 道路分科会 令和3年度 第2回中部地方小委員会(令和3年11月24日) 第3回計画段階評価資料 
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